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開会（開議）  午前１０時００分 

 

○議長（吉野伸康君）  皆さん、おはようございます。 

 昨日に引き続き議会を行いますので、よろしくお願いいたします。 

 ただいまから令和元年第４回江田島市議会定例会２日目を開きます。 

 ただいまの出席議員は１８名であります。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

 

日程第１  一般質問 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第１、一般質問を昨日に引き続き行います。 

 一般質問の順番は、通告書の順に行います。 

 １２番、山本秀男議員。 

○１２番（山本秀男君）  皆さん、おはようございます。 

 傍聴者の皆さん、早朝より傍聴に来ていただきまして、ありがとうございます。  

 １２番議員、山本秀男は通告に従いまして、炭化炉の建設についてお伺いします。 

 炭化炉、聞きなれない方もおられるかと思いますが、大きな役割は皆さんの家庭から

出るごみを燃焼して再資源化を図る施設でございます。 

 本市の一般廃棄物、ごみでございますが、また産業廃棄物、下水道などから出る汚泥

でございますが、現在、一般廃棄物は呉市で、産廃は業者に最終処分を委託しています

が、これらの処分を初め海洋ごみ、カキ殻やビニールパイプの処分、有害鳥獣の処分、

病院などから発生する紙おむつなどの処理、これらを低温加熱してガス、水、炭の３つ

に減容して燃料、肥料などに再資源化し、あわせてＣＯ２の削減を図る施設でございま

す。このように現代社会の課題を解決できる炭化炉の建設をしてはどうか、市長の所見

をお伺いします。 

○議長（吉野伸康君）  答弁を許します。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  山本秀男議員から炭化炉の建設について御質問をいただきま

した。お答えをさせていただきます。 

 まず、江田島市の可燃ごみにつきましては、現在、江田島市リレーセンターに集約を

した後に呉市広多賀谷のクリーンセンターくれまで運搬をし、焼却処理を行っておりま

す。このクリーンセンターくれが稼働する以前は、昭和５１年度に旧４町で整備をした

焼却施設によりまして可燃ごみの処理を行っておりました。しかしながら、施設の老朽

化が進んだことから、新たな施設建設の検討が進められておりました。そうした中、ご

みの焼却時に発生する有害なダイオキシンの排出を削減させるためには、２４時間の連

続燃焼式でまとまった量のごみを処理できる施設を近隣市町と広域で整備するほうが効

果的であるとの判断がされたものでございます。そのため、広島県一般廃棄物処理計画

に基づきまして、呉市と協定を結び、本市ではリレーセンターを、呉市ではクリーンセ
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ンターくれを建設し、平成１４年度から運用を開始しております。本市では、この施設

の耐用年数は２５年であることから、この耐用年数を迎える令和９年度ころまでは呉市

との協定を継続して可燃ごみの処理を行うこととしております。 

 さて、御質問の炭化炉につきましては、可燃ごみの処理の際に一般的に行われている

焼却処理ではなく、ごみを蒸し焼きにして炭化物、炭にする設備のことでございます。

環境省の平成２９年度一般廃棄物処理実態調査によりますと、全国の自治体で稼働して

いる炭化施設は５カ所、５施設でございます。可燃ごみや下水汚泥が炭化され、その炭

は火力発電所の燃料や肥料などとして活用されております。このことから、炭化炉の建

設によりまして、カキ殻やビニールパイプ、有害鳥獣の処分、そして使用済み紙おむつ

や家庭ごみなど、あらゆる可燃ごみを燃やさずに炭化をさせることが可能となってまい

ります。そして、その炭がさらに有効活用できるのであるならば、地球温暖化対策とい

たしまして二酸化炭素の排出削減にもつながってまいります。 

 しかしながら、新たな廃棄物処理施設の建設となりますと、財源や用地の確保、地域

住民の皆様の御理解と合意の形成、また呉市や広域処理実施市町との調整など、数多く

の課題もございます。そのため、炭化炉の建設につきましては、本市の可燃ごみや下水

汚泥の廃棄処理に有効であるかどうか、先進地での稼働状況などを参考としながら、そ

の可能性や経済性など研究をしてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  山本秀男議員。 

○１２番（山本秀男君）  再質問します。 

 まず初めに、焼却炉と炭化炉の違いを確認したいんですが、よろしくお願いします。  

○議長（吉野伸康君）  山井市民生活部長。 

○市民生活部長（山井法男君）  焼却炉と炭化炉の違いについてのお尋ねです。 

 焼却炉につきましては、皆さん御存じのとおり炉に空気を送り込んで可燃物を燃やし

ます。ごみを燃やすことによってＣＯ２と水蒸気が発生し、１０％程度の灰が残ります。

その灰は一般的には埋め立て処分されます。 

 そして、一方の炭化炉ですけれども、こちらは空気を送り込まず、密閉された炉を加

熱することによって、その中の可燃ごみが蒸し焼き状態となり炭が生成されます。炭と

いいましても木炭のような塊ではなくて、砂のようなさらさらとした炭になります。そ

の過程において分解ガスと水蒸気が発生し、１０％から１５％程度の炭ができると言わ

れています。できた炭は質がよければ飼料になりますし、一般的には石炭火力発電所で

石炭にまぜて燃やし、発電に使われます。 

 大まかですが、焼却炉と炭化炉の違いを説明させていただきました。 

○議長（吉野伸康君）  山本秀男議員。 

○１２番（山本秀男君）  違いが今、説明がありましたが、確かに再資源化を図られ

るというところでございますね。 

 それで、次に一般廃棄物について、現在、リレーセンターで集めて、クリーンセンタ

ーくれに最終処分しておりますが、この費用は平成３０年度の決算でどれくらい費用が

かかったか、お伺いしたいと思います。 
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○議長（吉野伸康君）  山井市民生活部長。 

○市民生活部長（山井法男君）  現在、本市で発生する可燃ごみは、リレーセンター

に集約した後に呉市のクリーンセンターくれで焼却処分しております。一般廃棄物とし

ての可燃ごみは、本市において年間約８，０００トン発生しておりまして、その処理に

要する経費として平成３０年度決算で言いますと大きく３つ、まず１つ目にごみステー

ションでのごみ収集運搬業務委託料が約５，３００万、２つ目にリレーセンターの管理

運営費が、これは修繕費も含みまして約４，６００万、そして３つ目に呉市への焼却処

理委託料が焼却灰の埋め立て処分費も含めまして約１億７，１００万、この３つを合わ

せますと合計で約２億７，０００万ということになります。 

○議長（吉野伸康君）  山本秀男議員。 

○１２番（山本秀男君）  一般廃棄物は約２億７，０００万、それで次にカキ殻の処

分はどのようにされておるのか、お聞きいたします。 

○議長（吉野伸康君）  長原産業部長。 

○産業部長（長原和哉君）  カキ殻につきましては、県内２つの専門業者がありまし

て、その専門業者が生産者のカキ小屋のほうに行って回収しております。そのため、市

の負担はかかっておりません。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  山本秀男議員。 

○１２番（山本秀男君）  費用はかかってないということですね。 

 それから、下水道の汚泥の処分費はどれくらいかかっておりますか。 

○議長（吉野伸康君）  木下企業局長。 

○企業局長（木下 隆君）  平成３０年度の下水汚泥処分費は、運搬費を含めて約２，

１００万円です。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  山本秀男議員。 

○１２番（山本秀男君）  次に、社会問題になっています海洋プラスチックごみです

が、本市はビニールパイプやビニール類の処分はどのようにされておるのですか。  

○議長（吉野伸康君）  山井市民生活部長。 

○市民生活部長（山井法男君）  海洋ごみについてですけれども、市が収集するもの

もありますし、ボランティアに集めてもらうものもあります。それらは、一般廃棄物と

しまして他の可燃ごみと同様にリレーセンターで受け入れ、クリーンセンターくれで焼

却処分しています。 

○議長（吉野伸康君）  山本秀男議員。 

○１２番（山本秀男君）  ビニールごみは一般廃棄物として呉のほうへ持っていって

おるということで、それで、今、お聞きした一般産業廃棄物の処分費は年間約３億円の

経費がかかっておりますね。これらが炭化炉をつくることによって経費の節減を図るこ

ともできます。これ以外にも燃料、肥料など、再資源化を図ることができ、地球温暖化

対策に有効な施設と思っております。 

 それから、１１月２５日、中国新聞に記載されていましたが、海洋プラごみ対策を日
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中韓の３カ国で対策強化を共同声明で採択されております。国を挙げての取り組みでご

ざいます。昨日の胡子議員の質問にもありましたが、ＳＤＧｓ１７のうち１３番、気候

変動に具体的な対策、１４番、海の豊かさを守ろうなどを目標に向かっていくことがで

きるものと感じます。本市が率先して手を挙げれば、地方創生事業や環境省、あるいは

防衛省など多方面にわたって事業採択が可能かと考えますが、この点はどのように思い

ますか。 

○議長（吉野伸康君）  山井市民生活部長。 

○市民生活部長（山井法男君）  本市単独でも炭化炉を導入すれば可燃ごみだけでな

く下水汚泥やカキ殻の処理にも活用でき、海洋プラスチックごみ対策にもなるのではな

いかの御提案です。 

 本市単独でそのような施設を新設するとなれば、財源や用地の確保、地域住民の皆様

の御理解と合意の形成、呉市など広域処理実施市町との調整など数多くの課題がありま

す。今後、慎重に調査、研究、検討を進めていく必要があると認識しています。  

 また、海ごみ対策についてのお話がありましたので、現在の状況について少し触れさ

せていただきます。昨年の１２月議会において胡子議員から海ごみ対策についての一般

質問がありました。その後の動きについて少し時間をいただいて紹介させていただきま

す。 

 昨年度、県において広島県海岸漂着物実態調査を実施しておりまして、県内１３５カ

所の海岸において海岸漂着物調査が行われました。その１３５カ所のうち、１６カ所は

本市内の海岸です。調査結果としまして、県東部に比べると本市を含む県西部において

特に海岸漂着物が多い。また、海岸漂着物の約８割が漁業生産由来、すなわちカキ養殖

に伴うものとの結果が出ております。この結果を受け、今年度、県におきまして有識者

や漁業関係者をメンバーとする広島県海ごみ対策検討委員会が設置されまして、これま

でに４回の委員会が開催されております。県では、これまで海岸漂着物の回収対策に力

を入れてきましたが、今後は流出防止策を検討する委員会を通じて抜本的な対策に取り

組みたいとしています。カキ生産日本一の本市としましても、海ごみ対策については避

けては通れないものと認識しておりまして、県の委員会での議論を注視しつつ、県や、

状況によっては近隣自治体とも連携して海ごみ対策に努めていきたいと考えています。 

○議長（吉野伸康君）  山本秀男議員。 

○１２番（山本秀男君）  それでは、各論に入っていこう思うんですが、市長答弁に

も課題は全国の自治体で炭化炉施設はまだ少ない、課題は財源、用地の確保の困難、地

域住民の理解、呉市との協定を結んでいるということでございましたが、私は思うのに、

土地開発公社が取得しております江田島市総合運動公園第２工区でございますが、この

用地を市は再取得して、この場所に考えてはどうか提案したいと思います。  

 その理由としたら、都市計画区域内で周辺に民家がない、都市計画区域であるがため

都市計画の変更が生じ、住民説明が必要で案の縦覧も告示もし、住民からの意見も求め、

都市計画審議会に諮り十分な審議が図れる。 

 ２点目に財源ですが、当然、単独市費では難しいと思います。先ほど申しましたよう

に、国庫補助事業でやらなければ当然できないと思います。今でしたら環境省あるいは
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防衛省、地方創生事業等、国のほうも十分採択していただける状況ではないかと考えま

す。それで、採択されて建設するまでにも当然五、六年はかかると思います。先ほども

ありましたが、呉のクリーンセンターの耐用年数が来るであろう令和９年ごろをちょう

ど完成を目指すことになるかと考えます。 

 ３点目に土地開発公社の課題も克服することができます。土地開発公社は市が再取得

に当たり、省庁によればこの用地買収も補助対象となります。これは、公社の特権でご

ざいます。この課題を克服できる江田島市運動公園第２工区に建設が適当と考えますが、

この考えはどう思われますか。 

○議長（吉野伸康君）  廣中土木建築部長。 

○土木建築部長（廣中伸孝君）  土地開発公社の関係は土木建築部が所管しておりま

すので、私のほうからお答えさせていただきます。 

 江田島市の総合運動公園、広大で未利用地のため、議員のおっしゃられる案はよい案

かとは思いますけども、やはり山地であるため造成のコスト面でありますとか、地元調

整とか課題も多くあるので、今後それらも含めてよく検討する必要があるんではないか

というふうに考えております。 

○議長（吉野伸康君）  山本秀男議員。 

○１２番（山本秀男君）  土地開発公社の理事長であります副市長はどのように思わ

れますか。 

○議長（吉野伸康君）  土手副市長。 

○副市長（土手三生君）  この炭化炉の建設につきましては、いろんな課題がござい

ます。先ほど議員さんもおっしゃってのようにこれまでの実績、全国で５カ所ぐらいし

かまだ稼働していないような、そういったところ、費用対効果とかそういったこともご

ざいますし、まず住民の方の御理解をいただいて建設していかなければならないという

ような課題もございます。用地につきましても、どのくらいの面積が必要なのかとかい

うようなことも出てきます。土地開発公社の土地、今、第２工区の土地につきましては、

非常に急峻な地形でございます。ここを造成していくということになると、面積によっ

てはいろんな工夫ができると思うんですが、相当の経費がかかると思います。そういっ

たことも全体を踏まえまして、もしこの炭化炉の建設をしていくということになります

と、市内全域の中で適地をいろいろ検討していかなくてはならないんじゃないかという

ような今、考えでおります。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  山本秀男議員。 

○１２番（山本秀男君）  この第２工区は約２０年以上も前に、合併する前ですね、

大柿町の土地開発公社が約７ヘクタール持っております。公園用地として先行取得して

おるわけですね。それで、私の思いとしたら、炭化炉の用地としては０．２ヘクタール

から０．３ヘクタールの平地があればいいんで、見やすいところを整地して、後の残り

を森林公園でそのままでもいいじゃないかと思うんですよ。そのような考え方を持てば、

土地開発公社もずっと抱えておるわけにはいきませんので、これを有効にする手も検討

してもいいんじゃないかなというふうに思うわけですね。私はそういうふうに感じます。  
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 それで、市長の答弁でもありましたが、可能性や経済性など研究するというふうに答

弁がありましたが、来年度、予算要求するちょうど時期になっておりますが、この炭化

炉に向けて意向調査、がんねをやられましたが、調査あるいは研究、検討するような予

算は計上する考えはあるかどうか、お聞きしたいんですが。 

○議長（吉野伸康君）  山井市民生活部長。 

○市民生活部長（山井法男君）  現在の予算編成の状況についてですけれども、先月

１１月中旬に予算要求の締め切りがありまして、今現在、財政課のほうで集計し、各課

に対して予算ヒアリングが行われているところです。来年度予算に炭化炉の調査費を計

上してはどうかという御提案ですけれども、現段階では来年度予算にそのような調査費

は要求しておりません。クリーンセンターくれが耐用年数を迎える令和９年度ごろまで

は当面現在の枠組み、すなわち呉市との協定を継続して可燃ごみの処理を行うこととし

ております。 

 その一方で、現在、スペインにおいてＣＯＰ２５が開催されています。ＣＯＰ２５、

正確に言いますと、気候変動枠組み条約第２５回締約国会議といいますけれども、そち

らのほうでは、日本は地球温暖化対策に対して消極的であるとの批判を受け、それがマ

スコミで報道されているのは皆様も御承知と思います。炭化炉の導入により可燃ごみを

燃やさずに炭化し、そこで生成された炭を有効活用できれば二酸化炭素の削減につなが

ります。来年度に調査費をつけてまでの検討は予定しておりませんけれども、先進地の

視察に行くなど、情報収集に努めるつもりでございます。 

○議長（吉野伸康君）  山本秀男議員。 

○１２番（山本秀男君）  来年度、視察して研究を始めたいという答弁でございます

が、ぜひ、前向きに考えていただけたらと思います。 

 最後になりますが、炭化炉は先ほどから言いますように、現代社会の課題である地球

温暖化、ＣＯ２の削減を図ることができます。カキ殻、海洋ごみ、有害鳥獣施設など、

鉄以外は再資源化を図ることができる施設であります。ごみ問題は市民の永遠の課題と

考えます。私は、この江田島市総合運動公園第２工区が最適だと思いますが、他に広い

場所があれば検討され、建設されるよう提案して、１２番、山本秀男の一般質問を終わ

ります。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、１２番 山本秀男議員の一般質問を終わります。 

 ９番 花野伸二議員。 

○９番（花野伸二君）  皆さん、おはようございます。９番議員、花野伸二でござい

ます。傍聴者はいらっしゃらないようです。 

 通告に従いまして、２項目ほど質問させていただきます。 

 １番目が、職員の意識改革の効果は。令和元年９月の定例会において、市長は職員の

居住地に関係なく有能な人材を育て、また確保するために広く募集を行うと答弁されま

した。市長の言われる有能な人材とは何を示すのかをお伺いします。 

 ２点目は、財政状況の今後の見通しです。財政調整基金を取り崩して表面上は黒字に

しているが、いつまでこの状態が続くのか、お伺いいたします。 

 以上、２項目、よろしくお願いいたします。 
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○議長（吉野伸康君）  答弁を許します。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  花野議員から２項目の御質問をいただきました。順にお答え

をさせていただきます。 

 まず、１項目めの職員の意識改革の効果についてでございます。 

 令和元年９月定例会での一般質問におきまして、本市職員について居住地に関係なく

有能な人材を育て、また確保するために広く募集を行うと答弁をさせていただきました。

その有能な人材とは何を示すのかとのお尋ねでございます。私は、約３８年間、地方公

務員としてさまざまな業務に携わってまいりました。この長い行政経験の中で、職員の

使命は市をよりよい町にすることであり、誇りを持って迅速、親身、的確で最高の行政

サービスを提供することを心がけてまいりました。 

 そして、３年前の平成２８年１２月に江田島市長に就任させていただいてからも、こ

の思いは変わることはございません。この職員の使命を果たすための私が思い描く目指

すべき職員像というものが３つございます。１つ目といたしまして、市民の皆様の立場

で考え行動する職員。２つ目といたしまして、常に改革、改善に取り組む職員。３つ目

といたしまして、市民の皆様に信頼される職員でございます。このような職員が有能な

職員と言えるべきものと考えております。 

 そして、このような職員となるため、ふだんから心がけて実践したいと思うことが５

つございます。１つ目は、いつもにこにこと笑顔を絶やさないこと。２つ目は、いつも

感謝をすること。３つ目は、きのうよりきょう、きょうよりあすへと成長すること。４

つ目は、絶対に人のせいにしないこと。５つ目は、身の周りに起こることは必然と考え、

全て受け入れることでございます。 

 言うは易く行うは難しという格言もございますけれども、広島東洋カープのかつての

４番バッター、山本一義さんから「言葉は実現するための武器である。」と教わったこ

とがございます。そうした意味であえて私の心がけてきたことを答弁をさせていただき

ました。すなわちこのような心構えを持ち、実践することによりさまざまな取り組み、

さまざまな施策を決定する際には、何が江田島市にとって、何が江田島市民にとって最

善なのかという価値判断ができる職員を目指したいと思っております。そして、それが

目指すべき職員像であると同時に、有能な人材であると思っております。今後も幅広く

人材を採用し、また育成をしてまいります。 

 続きまして、２項目めの財政状況の今後の見通しについてでございます。 

 １０月の臨時会におきまして決算認定をいただきました、平成３０年度一般会計決算

につきましては、歳入から歳出を引いた形式収支が５億５８５万円でございました。こ

のうち繰り越し事業に充てるために翌年度へ繰り越すべき財源を除きました実質収支は

９，４４３万円の黒字でございました。一方で、単年度収支から財政調整基金への積み

立てと取り崩しを増減させました実質単年度収支を見ますと、４億３，３１３万円の赤

字となっております。この財政調整基金の取り崩しにつきましては、合併直後の平成１

６年度、１７年度に取り崩しを行った以降、平成２９年度までの１２年間にわたり取り

崩しを行っておりませんでした。しかしながら、昨年度、平成３０年度におきまして災
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害等も含めまして４億８，０００万円の取り崩しを行っての財政運営でございました。

また、今年度におきましても９月補正後の段階では、１３億７，１００万円余りを財政

調整としての活用を計上しているところでございます。 

 前回９月の市議会定例会での一般質問におきまして、花野議員から本市の財政は健全

なのかとのお尋ねがございました。現在、第３次財政計画を策定しているところでござ

いますので、その中でお示しをしてまいりたいとお答えをさせていただいております。  

 現在、新年度、令和２年度の予算編成とともに今後の収支見通しを整理している段階

でございます。現段階におきましても令和２年度から普通交付税の合併特例加算がなく

なりますことや、人口減等に伴います市税の減少などによりまして、将来収支は大変厳

しい見通しとなっていることから、再度の見直しを指示しているところでございます。  

 しかしながら、令和６年度が期限でございます合併特例債の活用など、有利な起債を

活用し、将来に向けての施策を展開する必要もございます。そのため、短期的にはプラ

イマリーバランスが赤字に振れることも予想されております。このように財政規律と将

来のためのバランスをよくよく検討しながら、財政計画の策定を行っていき、その収支

見通しにつきましては、改めて整理ができ次第、お示しをしてまいりたい、このように

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  花野伸二議員。 

○９番（花野伸二君）  市長が今、答弁されましたが、ごもっともだと思います。で

すがね、市長が求めている職員の姿は、市民が求めているのとはかけ離れているのでは

ないかと思います。市民が求めている有能な職員とは、親切である。親切とは何なのか。

サービス業であることを忘れているのではないか。それともう一点。地域に住み、江田

島市に税金を落とす職員ではないのか。この件については、市民の方が大変関心を持っ

ておられます。市長、お答えください。 

○議長（吉野伸康君）  仁城総務部長。 

○総務部長（仁城靖雄君）  親切ということでございます。市長答弁の中に、親身と

いう言葉もございました。また、市民の皆様の立場で考え、行動する職員、信頼される

職員というような表現をさせていただいております。議員おっしゃられるように、有能

な職員はこの親切に通じるところがあるのだと思っております。そして、その親切をす

るということにつきましては、制度や事業の中身をよくよくやっぱり知っておかなけれ

ばならない。そういったことをちゃんと知識を身につけておかなければならない。それ

をまた行動するその力量も必要だということでございます。その上で親身ということで

ございますので、親切ということでございますので、市民の皆様に寄り添う心を持つと

いうことがこの親切につながっているんだと思っております。そういった全職員がその

ような職員になってほしいと私たちも願っております。 

 また、税金を落とすということでございますので、つまり江田島市に住んでほしいと

いうことだと思っております。私たちも職員が江田島市に住んでいただきたいというこ

とは、本当にそうだと思っております。しかしながら、まだそれも議員さんおっしゃら

れるように市民の方もそれが強い要望であるということも存じております。しかしなが
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ら、家庭の都合や家族の都合、やむなく市外に住んでおるということも、これまた事実

でございます。この５年間に入ってきた職員、例えばこの５年間に新入職員が入ってき

たんですけども、全部で７４人おります。７４人中６１人が市内居住でございます。１

３人は市外に住んでおります。これは、もともと実家が呉市や広島市にあるというよう

な方もおります。そのため、ちょっとふえておるところもあると思って、それが原因な

のかなというふうに思っております。しかしながら、私たちも面接とかでしっかりと江

田島市に住んでほしいというようなこともお話をさせていただきながら、アパートなど

もあっせんをしながらお話をさせていただいております。そのようなことをしながらも、

なかなかちょっとふえていく状況はあるのですけれども、そういったことはあったとし

ても、先ほど言いましたように家族の状況ですとか、家庭の状況などがありまして、市

外に住んでいるということもありますので、そういった事情も御理解をいただきたいと

いうふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  花野伸二議員。 

○９番（花野伸二君）  今、仁城部長が言われたんで、それも意味がわかるんですが、

やはり、前、田中市長のときに、やはり同じ質問をしました。そのときの答弁が江田島

市に居住するよう職員の意識改革を行っている。そのときの市外者通勤が５０人だった

のに、５９人に増加している。今、これは部長さんに聞いたんですが、ようわかります。

これは、明岳市長は職員を研修等に参加させて、意識改革を行っていると答弁されたが、

基本的な一番の問題ができていないのではないかと思います。そこをお伺いいたします。 

 それと、市外者通勤者の名前は公表はできんのですか。 

○議長（吉野伸康君）  明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  市外居住職員についての御質問ですけども、これ、私自身が

江田島に住みながら呉市に勤めていたこともあって、議員さんや市民の皆さんから言わ

れるのが一番つらかったことなんです。仕事で判断してほしいということです、まず。 

 それから、私どもの市の職員の採用試験は競争試験です。居住地を問うていません、

まず。ただ、花野議員さんが言われる江田島市の職員だから、江田島市に住むべきだと、

そういう市民の気持ちも重々わかっておりますが、先ほど仁城総務部長が申し上げまし

たように、職員それぞれ個々の事情があります。それを踏まえて、今、競争試験で採用

している。これが、市の職員はその市に住まないといけないということになると、これ

は私が経験しましたけども、呉市でありましたように不正採用の事件の契機になります。

競争試験ですから、優秀な人材は上からできますけども、居住地が広島市、あるいはよ

その市だったら最初から１次試験で不合格にするわけなんです、極端な話を申し上げま

す。でも、実態として、そういう事案が出てくる、そこは気をつけていただきたい。地

方公務員法で競争試験、それは居住地を条件にしていないということが大前提です。そ

れと、議員さんも御承知のとおり、居住の自由は憲法に保障されています。  

 それと、もう一点、これはよく言われるんですけど、県内のある町なんかは、町の職

員は全部そこの町の職員だと言われる方もおられまして、私もその町長に確認をいたし

ました。いや、そんなことない１０％は市外居住だと、これが実態なんです。ですから、
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改めてこれ何度も、私、ここで答弁させていただきましたけども、そうしたことを職員

が耳にすると、本当にやる気というものが少し小さくなる。もっともっと居住地に関係

なくええ仕事せえよ、市の職員は江田島市民のために一生懸命やれよというふうに火を

つけてもらいたいんです。本当に何度もこの議会でも答弁をさせていただいております

けども、市外居住の職員、何とかせえと言われますけども、そのお気持ちはよくよくわ

かりますが、申し上げにくいんですけども、仕事で勝負させてもらいたい、ぜひこのこ

とは議員の皆様にも市民の皆様にも御理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  仁城総務部長。 

○総務部長（仁城靖雄君）  もう一つの御質問でございます市外居住の名前を発表で

きないのかという御質問がありました。これ、個人的な情報でございますので名前の公

表は控えさせていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  花野議員。 

○９番（花野伸二君）  明岳市長は江田島市の人口減少の歯どめを、とよく口にされ

ますが、この職員の市外通勤者には歯どめをかけないのか。自主財源の減少が想定する

中で、みすみす歳入となる税金をです。ここが一番市民の皆さんが気に入らんところじ

ゃろうと思うんですよ。みすみす歳入となる税金を、いま一度、経営者の感覚を持ち、

運営をしてもらいと思いますが、市長、どう思われますか、お伺いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  経営者の立場で申し上げますと、居住地に関係なく、会社に

利益を上げてくれる、それが大切な社員だと思いますね。先ほども申し上げましたよう

に、居住地に関係なく江田島市民のためにいい仕事をしてくれた職員、それが私はいい

仕事をやってくれる職員だと思っております。 

 それと、余りにもそういった江田島だけにというような形になれば、江田島市から広

島、呉に通勤しておられる方もおります。逆に、広島、呉から江田島市に通勤してこら

れる方もおられます、鎖国をしている状況じゃないわけです。広く、本当に多様性を持

って、どんどん来てくださいというぐらいの気持ちでこれからも対応していきたいと私

はそのように思います。正直な話、こういった議論を重ねることによって、今現在、市

外居住の職員がやめて、他の市町へ勤める職員も出てまいります。これは事実ですから

申し上げますけども、本当に感覚だけで言われるのは結構なんですけども、じゃあ議員

さんたちにどのようにすれば、この憲法、法律の中で市の現在職員になっている職員を

江田島に居住させる、そういう手法がございますかと私は問いたい、正直な話。反問権

が今、ないんであれですけども、ただ、私は何度も申し上げますように、市の職員を江

田島市に居住してもらいたい、そういう思いは同じでございます。同じだけども、居住

地に関係なく、市のために市民のために一生懸命働いてくれる職員ならば、それはよし

と今の段階では私は、それはよしというふうに判断をいたしております。 

○議長（吉野伸康君）  花野伸二議員。 

○９番（花野伸二君）  市長の考えもよくわかるんですよ。どういうんかいね。そう
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いや、もうこの１番目から２番目に移ります。 

 次は財政です。 

 ９月の定例会で江田島市のプライマリーバランスはどうなっているのかと質問したら、

総務部長は平成３０年度は、さっき明岳市長が説明されましたが、９，４４３万円の黒

字ですと答弁されました。これで、私はほっとしとったんですよ。その後、今後、施設

の建設が続くので赤字になる可能性がありますとつけ加えられましたが、本当は財政調

整基金を取り崩しての体裁上の黒字だったわけで、本来は赤字だったのだから、この発

言はコンプライアンス違反ではないのか。私と市民に対してうその答弁をされたと私は

思いますが、総務部長どう思われますか。この発言は総務部長の判断ですか、お伺いい

たします。 

○議長（吉野伸康君）  仁城総務部長。 

○総務部長（仁城靖雄君）  ９月の花野議員さんからの一般質問の中で、私が平成３

０年度のプライマリーバランスは黒字だというふうに答弁をさせていただきました。プ

ライマリーバランスというのは、市債、つまり借り入れを除いた歳入から公債費、借り

入れの返済額を除いた歳出を差し引いた収支をいいます。平成３０年度におきましては、

消防庁舎や、また災害などもありまして多額の費用が発生をいたしましたけれども、実

際には大きな支払いとしては事業が完了いたします今年度であるとか、繰り越しになり

ましたので、今年度で支払いというような形になります。そのため、平成３０年度の借

入額自体が市債発行額といいますけれども、それ自体が少なく、返すお金ですよね、公

債費、市債返還額といいますけれども、こちらのほうが多くありまして、プライマリー

バランス的には数字上、黒字となっておりますので、平成３０年度直近の決算では黒字

であるというふうにお話をさせていただきました。この分は、もちろん今年度に振りか

えてまいりますので、当然、今年度、借入額のほうが多くなれば、当然、今年度につき

ましたプライマリーバランス、赤字になってまいります。当時、その数字上のところで

ございますけれども、やっぱり数字というのはそのときそのときの時間差みたいなのも

あったりしますので、そういったところもあって、そのときは黒字だというふうにお話

をさせていただきました。御理解いただければと思っております。 

 先ほど財政調整基金を取り崩しての運営という話がありました。これは、市長答弁の

中にもありましたように、赤字というのは実質単年度収支のこと、これについては確か

に赤字でございます。前回はあくまでもプライマリーバランスのお話として黒字という

ふうなことを答弁させていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  花野議員。 

○９番（花野伸二君）  違反ではないとしても、定例会で議員だけでなく市民の方も

傍聴に来られたり視聴されているわけですから、きちんと本当のことを丁寧に説明しな

ければならなかったのかと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（吉野伸康君）  仁城総務部長。 

○総務部長（仁城靖雄君）  質問の趣旨がプライマリーバランスはどうかというお尋

ねだったので、プライマリーバランスのお話をさせていただきました。ですから、その
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後、次には赤字に振れてまいりますというようなことをつけ加えさせていただきました

のは、実質的にはそういった赤字になっているということを含めた答弁だと思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  花野議員。 

○９番（花野伸二君）  それでは、平成２８年度から平成３０年度までの年度ごとの

財政調整基金の増減額を教えていただけますか。 

○議長（吉野伸康君）  仁城総務部長。 

○総務部長（仁城靖雄君）  財政調整基金でございます。平成２８年度は、残高が５

７億５，９５０万円です。平成２９年度は、５９億４，８５７万円で、増減はそこから

プラス１億８，９０７万円でございます。平成３０年度になりますと、残高が５５億３，

８６５万円でございます。先ほど言いましたように、ここの増減でございますけれども、

マイナス４億９９２万円でございます。４億８，０００万円の取り崩しを行いましたけ

れども、差し引きした黒字の２分の１は財政調整基金に積み立てるというルールがござ

いますので、それを含めますとマイナス４億９９２万円となるものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  花野議員。 

○９番（花野伸二君）  必要であるから取り崩されたんだろうが、もとに戻すのは今

後の財政の中ではなかなか難しいと思います。私も含めてよく審議をし、大切に活用で

きるよう、お願いいたします。 

 以上で、私の質問を終わります。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、９番 花野議員の一般質問を終わります。 

 この際、暫時休憩いたします。１１時５分まで休憩いたします。 

                           （休憩 １０時５５分） 

                           （再開 １１時０５分） 

○議長（吉野伸康君）  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

日程第２  報告第９号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第２、報告第９号 専決処分の報告について（広島県市

町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び広島県市町総合事務組合規約の

変更について）を議題といたします。 

 直ちに提出者からの報告を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました報告第９号 専決処分の報告につい

て（広島県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び広島県市町総合事

務組合規約の変更について）でございます。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により指定された市長の専決事項の指定に基づき

まして、広島県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び広島県市町総
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合事務組合規約の変更について専決処分しましたので、同条第２項の規定によりまして

議会に報告するものでございます。 

 内容につきましては、総務部長から説明をいたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  仁城総務部長。 

○総務部長（仁城靖雄君）  それでは、報告第９号につきまして御説明をいたします。 

 議案書２ページに専決処分書を、３ページ、４ページに新旧対照表を、５ページに参

考資料を添付しております。新旧対照表によりまして御説明をいたしますので、３ペー

ジをお願いいたします。 

 右の欄が現行規約、左の欄が改正案でございます。改正いたします部分につきまして

は、別表第１、別表第２の下線部分で、現行の甲世衛生組合を削るものでございます。

これは、広島県市町総合事務組合の構成団体でございます甲世衛生組合が令和２年４月

１日から脱退することに伴うものでございます。 

 １ページをお願いいたします。 

 専決処分年月日でございます。専決処分年月日は、令和元年１１月１４日でございま

す。 

 説明につきましては、以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、報告第９号の報告を終わります。 

 

日程第３  同意第４号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第３、同意第４号 公平委員会の委員の選任につき同意

を求めることについてを議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました同意第４号 公平委員会の委員の選

任につき同意を求めることについてでございます。 

 令和元年１２月１５日で任期が満了となる、公平委員会の委員、砂堀正治さんを引き

続き選任したいので、地方公務員法第９条の２第２項の規定によりまして、議会の同意

を求めるものでございます。 

 砂堀さんは人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解が

あり、人事行政に関し、識見を有する方でございます。何とぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（吉野伸康君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本件はこと人事に関することでありますので、討論を省略し、直ちに起立による採決
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を行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本件は同意することに決定いたしました。 

 

日程第４  同意第５号～日程第７  同意第８号 

 

○議長（吉野伸康君）  この際、日程第４、同意第５号から日程第７、同意第８号ま

での固定資産評価審査委員会の委員の選任につき、同意を求めることについての４案を

一括議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま一括上程されました同意第５号から同意第８号まで

の固定資産評価審査委員会の委員の選任につき、同意を求めることについてでございま

す。 

 最初に、議案書９ページ、同意第５号でございます。 

 令和元年１２月１５日で任期満了となる固定資産評価審査委員会の委員、二矢川敏郎

さんの後任として、江田島市大柿町大原の平井克宏さんを選任したいので、地方税法第

４２３条第３項の規定によりまして、議会の同意を求めるものでございます。 

 続きまして、議案書１１ページ、同意第６号でございます。 

 令和元年１２月１５日で任期満了となる固定資産評価審査委員会の委員、今田知二さ

んを引き続き選任したいので、地方税法第４２３条第３項の規定によりまして、議会の

同意を求めるものでございます。 

 続きまして、議案書１３ページ、同意第７号でございます。 

 令和元年１２月１５日で任期満了となる固定資産評価審査委員会の委員、久岡重樹さ

んを引き続き選任したいので、地方税法第４２３条第３項の規定によりまして、議会の

同意を求めるものでございます。 

 続きまして、議案書１５ページ、同意第８号でございます。 

 令和元年１２月１５日で任期満了となる固定資産評価審査委員会の委員、城山昭博さ

んを引き続き選任したいので、地方税法第４２３条第３項の規定によりまして、議会の

同意を求めるものでございます。 

 以上、４件の同意につきまして、御同意を賜りますよう、何とぞよろしくお願いいた

します。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより本４案に対する一括質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 
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 本４案は、こと人事に関することでありますので、討論を省略し、直ちに起立による

採決を行います。 

 初めに、同意第５号についてを採決いたします。 

 本件は原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本件は同意することに決定いたしました。 

 次に、同意第６号についてを採決いたします。 

 本件は、原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本件は同意することに決定いたしました。 

 次に、同意第７号についてを採決いたします。 

 本件は、原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本件は同意することに決定いたしました。 

 次に、同意第８号についてを採決いたします。 

 本件は、原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本件は同意することに決定いたしました。 

 

日程第８  議案第８１号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第８、議案第８１号 江田島市会計年度任用職員の給与、

旅費及び費用弁償に関する条例案についてを議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第８１号 江田島市会計年度任

用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例案についてでございます。 

 地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴いまして、会計年度任用職員の給与、旅

費及び費用弁償に関して必要な事項を定める必要がありますので、地方自治法第９６条

第１項第１号の規定によりまして、議会の議決を求めるものでございます。 

 内容につきましては、総務部長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  仁城総務部長。 

○総務部長（仁城靖雄君）  それでは、議案第８１号につきまして、御説明いたしま

す。 

 議案書２０ページから２８ページに制定条文を、２９ページに参考資料を添付してお
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ります。参考資料によりまして御説明をいたしますので、２９ページをお願いいたしま

す。 

 １、制定の趣旨でございます。平成２９年地方公務員法や地方自治法が改正され、新

たに会計年度任用職員制度が創設されました。そのため、本市におきましても現在の臨

時職員や嘱託職員をこの会計年度任用職員とするため、給与や旅費、費用弁償に関する

ことの必要事項を定める必要があることから、条例を制定するものでございます。 

 ２、制定の内容でございます。第１条、第２条で趣旨及び定義を規定しております。

定義といたしましては、フルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員

を定めております。第３条で、給与の種類を規定し、フルタイム職員は給与及び手当と

し、パートタイム職員は報酬及び手当とするものでございます。第４条、第５条では、

フルタイム職員の給料の算定方法や支給日等を規定しております。給料表は、一般職の

職員の給料表を準用し、職務の級や号は規則で定めるものといたします。また、市長が

特に認める者につきましては、別に定めるものでございます。給料支給は一般職の給与

条例を準用いたします。第６条から第１３条では、期末手当を含む各種手当の算定方法

を規定しております。これも一般職の給与条例の例によるものでございます。また、期

末手当の在任期間の算定方法につきましては、規則で定めるものでございます。第１４

条、第１５条では、フルタイム職員の１時間当たりの給与額の算定方法などを規定して

おります。第１６条からはパートタイム職員についてでございます。第１６条、第１７

条で、パートタイム職員の報酬の算定方法や支給日などの規定をしております。職務の

級や号給、支給日などは規則で定めるものでございます。第１８条から第２４条では、

パートタイム職員の手当を定めております。期末手当につきましては、一般職の給与条

例の規定を準用して支給をし、その基礎額や在任期間は規則で定めるものでございます。

第２５条、第２６条では、パートタイム職員の１時間当たりの報酬額の算定方法を規定

しております。第２７条では、フルタイム職員の出張などの旅費を一般職の例により支

給することを規定しております。第２８条では、パートタイム職員の旅費と交通費に係

る費用弁償の支給についての規定をしております。第２９条から第３１条までは、給与

から控除できるものや休職の場合の給与の取り扱い、規則への委任規定を定めておりま

す。 

 次に、３、施行期日でございます。施行期日は、令和２年４月１日でございます。  

 説明につきましては、以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 胡子議員。 

○１３番（胡子雅信君）  すみません。１点だけ確認ということで、教えてください。 

 議案書の２１ページにあります条例第４条の第３項、こちらに市長が特に必要と認め

る会計年度任用職員ということでありますけれども、この会計年度任用職員、市長が特

に必要と認めるというのは、いわゆる一般職の任期つき職員とか、そういったものを想

定しているのか、もしくは、どういった職種とかどういったものを想定されて、この項
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があるのか、ここのところの説明をいただければと思います。 

○議長（吉野伸康君）  仁城総務部長。 

○総務部長（仁城靖雄君）  例えば、宿日直職員でありますとか、この体系がちょっ

と違いますので、給料表にちゃんとはまるとか、はまらないとかがありますので、それ

は別にしたいと思っております。また、地域おこし協力隊の方というのは、これは国の

ほうで総額が２５０万円という決まりがありますので、その額にはまるような形での給

料表の制定をしたいと。こういったものが該当いたします。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  胡子議員。 

○１３番（胡子雅信君）  わかりました。じゃあ１点だけ、今の質問の中で、いわゆ

るその一般職の任期つき職員とは、これはもう別で関係なくていうことでよろしいです

ね。 

○議長（吉野伸康君）  仁城総務部長。 

○総務部長（仁城靖雄君）  任期つき職員につきましては、別の条例でございますの

で、そちらで対応いたします。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  ほかに質疑ありませんか。 

 岡野議員。 

○４番（岡野数正君）  私、この制度は非常に一般行政職員に近づく処遇改善をされ

るいい制度ではないかというふうに考えます。そこで伺いたいんですが、まず、身分で

すね、身分はどういった扱いになるのか、当然、処遇改善をされて一般行政職員に近く

なるとなると、ある意味、地方公務員法の適用を受ける部分がかなり出てくるんだろう

というふうに考えるわけですね。ということは、いろいろな賞罰も対象になってくると

いうことになりますが、この点について伺いたいと思います。 

○議長（吉野伸康君）  仁城総務部長。 

○総務部長（仁城靖雄君）  おっしゃられるように地方公務員法の適用となりますの

で、その中で全て決まっていくということになります。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  ほかに質疑。 

 山本一也議員。 

○１７番（山本一也君）  何人ぐらいになるんでしょうか。 

○議長（吉野伸康君）  仁城総務部長。 

○総務部長（仁城靖雄君）  今現在、うちの臨時職員と嘱託職員の総人数が２６７人

でございます。来年度もそのまま全部移行するかどうかというのは、今後、今、職の見

直しであるとか、そういったことをやっておりますので、全部がいくわけではないし、

今、各課から来年度の要望も受け付けております。そういったものをちゃんと精査をし

て、来年の人数が決まっていくということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  ほかに質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第９  議案第８２号～日程第１２  議案第８５号 

 

○議長（吉野伸康君）  この際、日程第９、議案第８２号 江田島市一般職の職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例案についてから、日程第１２、議案第８５号 

江田島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例案についてま

での４案を一括議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま一括上程されました議案第８２号から議案第８５号

までについてでございます。 

 国家公務員に準じて給与の改定等をするため、現行条例の一部を改正する必要があり

ますので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定によりまして、議会の議決を求める

ものでございます。 

 議案第８２号で江田島市一般職の職員の給与関する条例を、議案第８３号で江田島市

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例を、議案第８４号で江田島市議

会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例を、議案第８５号で江田島市一般職の任

期付職員の採用等に関する条例を、それぞれ一部改正することとしております。 

 内容につきましては、総務部長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  仁城総務部長。 

○総務部長（仁城靖雄君）  それでは、議案第８２号から議案第８５号につきまして、
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一括して御説明いたします。 

 初めに、主な改正内容を、その後、各改正条文の説明をいたします。参考資料により

まして主な改正内容を御説明いたしますので、３８ページをお願いいたします。  

 １、今回、一部改正を行う条例の名称でございます。（１）で江田島市一般職の職員

の給与に関する条例、（２）で江田島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関

する条例、（３）で江田島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、（４）

で江田島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の４つでございます。この議案は、

いずれにおきましても給与等に関するもので、国の人事院勧告などに基づくものでござ

います。 

 ２、改正の内容でございます。 

 （１）給与月額の引き上げでございます。ア、民間給与との格差を埋めるため、若年

層職員の給料表の水準を平均で０．１％引き上げを行うものでございます。イといたし

まして、特定任期付職員の給料月額を、表のとおり国と同じ俸給月額に改定するもので

ございます。また、ウの実施時期は、平成３１年４月１日にさかのぼりまして実施をい

たします。 

 次に、（２）期末勤勉手当の引き上げでございます。ア、民間の支給割合に見合うよ

うにするため、次のとおり引き上げを行うものでございます。（ア）といたしまして、

一般職、特別職及び特定任期付職員の期末手当をそれぞれ０．０５月分引き上げるもの

でございます。また（イ）といたしまして、市議会議員の皆様の期末手当を同様に０．

０５月分引き上げるものでございます。令和元年度におきましては、支給月数の表のと

おり、いずれにおきましても６月期は既に支給済みでございますので、今年度の引き上

げ分につきましては１２月期に上乗せをして調整をいたします。 

 次のページ、３９ページをお願いいたします。 

 イ、令和２年度以降の支給割合でございます。下の表のとおり、支給月数の合計には

変更はございません。しかしながら、支給割合を６月期と１２月期のそれぞれ等分に振

り分けて平準化するものでございます。ウの実施時期につきましては、アの今年度は令

和元年１２月１日で、またイの令和２年度からの支給割合につきましては、令和２年４

月１日でございます。 

 続きまして、（３）住宅手当の見直しでございます。ア、公務員宿舎使用料の上昇を

考慮いたしまして、住宅手当支給対象の家賃額の下限を１万２，０００円から１万６，

０００円に引き上げを行います。また、その手当額の上限を２万７，０００円から２万

８，０００円に引き上げるものでございます。イ、実施時期につきましては、令和２年

４月１日でございます。 

 それでは、それぞれの議案の改正条文の説明をいたします。 

 ３１ページをお願いいたします。 

 議案第８２号の一般職につきましての改正条文でございます。 

 第１条で一般職の給料表を別紙のとおり改正をしております。また、令和元年の勤勉

手当の引き上げを行っております。別紙につきましては、３２ページ、３３ページでご

ざいます。 
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 ３４ページをお願いいたします。 

 第２条で住宅手当の引き上げ、令和２年度以降の勤勉手当の支給割合の調整をしてお

ります。また、附則といたしまして、施行期日等と給与の内払いのみなし規定、住宅手

当の経過措置を定めております。 

 ３６ページ、３７ページには新旧対照表を添付しております。 

 ４１ページをお願いいたします。 

 議案第８３号の特別職につきましての改正条文でございます。第１条で令和元年度の

期末手当の引き上げ、第２条で令和２年度以降の期末手当の支給割合の調整をしており

ます。また、附則といたしまして、施行期日等と期末手当の内払いのみなし規定を定め

ております。 

 ４２ページには新旧対照表を添付しております。 

 ４４ページをお願いいたします。 

 議案第８４号の市議会議員につきましての改正条文でございます。 

 第１条で令和元年度の期末手当の引き上げ、第２条で令和２年度以降の期末手当の支

給割合の調整をしております。また、附則といたしまして、施行期日等、期末手当の内

払いのみなし規定を定めております。 

 ４５ページには新旧対照表を添付しております。 

 ４７ページをお願いいたします。 

 議案第８５号、任期付職員につきましての改正条文でございます。 

 第１条で給料表の改正と令和元年度の期末手当の引き上げ、第２条で令和２年度以降

の期末手当の支給割合の調整をしております。また、附則といたしまして、施行期日等

と給与の内払いのみなし規定を定めております。 

 ４８ページ、４９ページには新旧対照表を添付しております。 

 説明につきましては、以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより本４議案に対する一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本４議案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思い

ます。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本４議案は委員会付託を省略いたします。 

 これより、それぞれの議案について討論と採決を行います。 

 初めに、議案第８２号 江田島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例案について討論を行います。討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第８３号 江田島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条

例の一部を改正する条例案について討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第８４号 江田島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例案について討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第８５号 江田島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改

正する条例案について討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 この際、暫時休憩いたします。１３時まで休憩いたします。 



 

－９０－ 

                           （休憩 １１時４１分） 

                           （再開 １３時００分） 

○議長（吉野伸康君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

日程第１３  議案第８６号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第１３、議案第８６号 アメリカ合衆国軍隊の構成員等

の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正

する条例案についてを議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第８６号 アメリカ合衆国軍隊

の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の

一部を改正する条例案についてでございます。 

 地方税法等の一部を改正する等の法律等の施行に伴いまして、現行条例の一部を改正

する必要がありますので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定によりまして議会の

議決を求めるものでございます。 

 内容につきましては、市民生活部長から説明をいたします。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（吉野伸康君）  山井市民生活部長。 

○市民生活部長（山井法男君）  それでは、議案第８６号について説明いたします。 

 このたびの改正は、税制改正に伴う軽自動車税に関する字句の整理を行うため、現行

条例の一部を改正するものです。 

 議案書５１ページと５２ページに改正条文、５３ページと５４ページに新旧対照表、

５５ページに参考資料として説明資料を添付しております。５５ページの参考資料によ

り改正内容について説明いたします。 

 まず１、改正の背景について、平成２８年度税制改正において、自動車取得税の廃止

及びこれにかわる環境性能割の導入、グリーン化特例（軽課）の見直し・延長の改正が

行われました。軽課とは、排出ガス性能及び燃費性能によって、軽自動車税に軽重を設

ける制度で、燃費性能に応じて税負担を軽くし（軽課）、最初の新規検査から１３年を

経過した軽四輪車等について、重課としておおむね２０％税率が上乗せされます。環境

性能割の導入に伴い、軽自動車税が軽自動車税の環境性能割と軽自動車税の種別割の２

つの名称に改められました。しかし、消費税増税の時期の延長に伴い、環境性能割の導

入、軽自動車税の名称変更の時期も延長されました。消費税増税の施行日が令和元年１

０月１日になったことに伴い、地方税法等の一部を改正する法律により、上記の軽自動

車税の環境性能割、軽自動車税の種別割の施行日も同日となったものです。  

 ２、改正内容としまして、軽自動車税の名称が軽自動車税の種別割に改められたこと

に伴い、字句を整理します。なお、令和元年１０月１日現在、アメリカ合衆国軍隊の構

成員等が所有する軽自動車税の種別割の対象車両の登録はありません。 



 

－９１－ 

 ３、施行期日及び経過措置について、この条例は公布の日から施行し、令和元年１０

月１日から適用することとしております。また、改正条例は、令和２年度の課税分から

適用するものとします。 

 以上で、議案第８６号の説明を終わります。 

○議長（吉野伸康君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１４  議案第８７号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第１４、議案第８７号 江田島市が設置する一般廃棄物

処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部を改正する条

例案についてを議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第８７号 江田島市が設置する

一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部を

改正する条例案についてでございます。 

 非常災害時における一般廃棄物処理施設の設置に関する手続の簡素化を図るため、現

行条例の一部を改正する必要がありますので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定

によりまして議会の議決を求めるものでございます。 



 

－９２－ 

 内容につきましては、市民生活部長から説明をいたします、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（吉野伸康君）  山井市民生活部長。 

○市民生活部長（山井法男君）  それでは、議案第８７号について説明いたします。 

 このたびの改正は、非常災害時における一般廃棄物処理施設の設置に関する手続の簡

素化を図るため、現行条例の一部を改正するものです。 

 議案書５７ページと５８ページに改正条文、５９ページから６１ページに新旧対照表、

６２ページに参考資料として説明資料を添付しております。６２ページの参考資料によ

り改正内容について説明いたします。 

 まず１、改正の趣旨について、非常災害時における円滑かつ迅速な災害廃棄物の処理

体制を確保するため、一般廃棄物処理施設の設置に係る手続を簡素化するなどの規定の

整備等をいたします。 

 ２、改正の内容としまして、（１）縦覧等の手続に関する規定の整備として、非常災

害時においては、市から災害廃棄物の処分の委託をされた者が一般廃棄物処理施設を設

置しようとする場合の県知事の許可が不要となります。ただし、届け出は必要です。こ

の特例を活用するためには、受託者が一般廃棄物処理施設を設置する際の生活環境影響

調査結果の縦覧等に関する手続を条例に定めておく必要があることから、生活環境影響

調査結果の縦覧等の手続の対象となる施設に、受託者が設置する焼却施設を加えます。 

 （２）縦覧等の期間の短縮としまして、通常は縦覧の期間を一月間、意見書の受け付

けを縦覧期間満了の日の翌日から２週間と定めているところ、非常災害時においては縦

覧及び意見書を受け付ける期間を市長の定める期間とすることができる規定を設けます。 

 （３）所要の規定の整理としまして、その他引用条項及び字句の整理を行います。 

 ３、施行期日について、この条例は公布の日から施行するものといたします。 

 以上で、議案第８７号の説明を終わります。 

○議長（吉野伸康君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。  

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 



 

－９３－ 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１５  議案第８８号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第１５、議案第８８号 江田島市災害弔慰金の支給等に

関する条例の一部を改正する条例案についてを議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第８８号 江田島市災害弔慰金

の支給等に関する条例の一部を改正する条例案についてでございます。 

 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴いまして、現行条例の一部を改正す

る必要がありますので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定によりまして議会の議

決を求めるものでございます。 

 内容につきましては、福祉保健部長から説明をいたします。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（吉野伸康君）  山本福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山本修司君）  それでは、議案第８８号 江田島市災害弔慰金の支

給等に関する条例の一部を改正する条例案について、説明をいたします。 

 議案書６４ページに改正条文を、参考資料として６５ページに新旧対照表を、６６ペ

ージに改正の趣旨及び改正の内容等を添付しております。参考資料により改正の内容に

ついて説明いたします。議案書６６ページの参考資料をごらんください。 

 まず、１、改正の趣旨でございます。 

 自然災害により死亡された方などに支給されます災害弔慰金等や、災害救助法が適用

された災害に被災された方への災害援護資金について定めております災害弔慰金の支給

等に関する法律の一部改正が行われましたことに伴い、所要の規定の整備をするため、

条例の一部改正をお願いするものでございます。 

 次に、２、条例改正に係る法の改正内容でございます。 

 今回の条例改正に関係をいたします法の改正内容は、次の４点でございます。  

 （１）として、災害援護資金に係る償還金の支払い猶予の規定です。災害救助法が適

用された災害により被災された方が災害援護資金の貸し付けを受けた際に受けることが

できます災害援護資金に係る償還金の支払い猶予の規定は、これまでは政令により定め

られていました。しかしながら、償還金の支払い猶予の制度は災害援護資金の貸し付け

を受けた方にとりましては、償還計画を考えるに当たって重要な制度でありますので、

これを法律上明確であることが望ましいことから法に規定されたものでございます。 



 

－９４－ 

 次に、（２）として災害援護資金の償還免除理由の拡大でございます。これまで災害

援護資金の償還免除理由としましては、貸し付けを受けた方の死亡または重度障害の場

合が規定されておりました。これらに加えまして、貸し付けを受けた方の破産手続開始

の決定または再生手続開始の決定を受けたときには、災害援護資金の償還未済額の全部

または一部の償還を免除することができるものとされました。 

 次に、（３）として災害援護資金の貸し付けを受けた者等に関する調査報告に関する

改正でございます。市町村は、この法律の規定によりまして必要があると認めたときに

は、災害援護資金の貸し付けを受けた者またはその保証人の収入または資産の状況につ

いて、災害援護資金の貸し付けを受けた者もしくはその保証人に報告を求め、または官

公署に対し必要な文書の閲覧もしくは資料の提供を求めることができるとされました。 

 最後に（４）として市町村における合議制の機関を置くことの定めについてでござい

ます。市町村は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を審議するため、

条例の定めるところによりまして、審議会その他の合議制の機関を置くように努めるも

のとされたものでございます。 

 次に、３、条例の改正内容でございます。 

 まず（１）として、さきの法の改正内容の（４）に対応しまして、災害弔慰金及び災

害障害見舞金の支給に関する審議を行うため、災害弔慰金等認定審査会を置くものとい

たします。 

 次に、（２）として、法の一部改正に伴います所要の規定を整理いたします。 

 最後に、（３）としまして、附則により、江田島市特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正し、災害弔慰金等認定審査会委員の報酬を日

額１万４，０００円と定めます。 

 ４、この条例の施行期日は、公布の日から施行することといたします。 

 以上で、議案第８８号の説明を終わります。 

○議長（吉野伸康君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。  

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 



 

－９５－ 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１６  議案第８９号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第１６、議案第８９号 江田島市消防本部及び消防署の

設置等に関する条例の一部を改正する条例案についてを議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第８９号 江田島市消防本部及

び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例案についてでございます。 

 江田島市消防本部及び江田島消防署の移転に伴いまして、現行条例の一部を改正する

必要がありますので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定によりまして、議会の議

決を求めるものでございます。 

 内容につきましては、消防長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。  

○議長（吉野伸康君）  丸石消防長。 

○消防長（丸石正男君）  それでは、議案第８９号 江田島市消防本部及び消防署の

設置等に関する条例の一部を改正する条例案について御説明させていただきます。 

 内容につきましては、６８ページに改正条文、６９ページに参考資料として改正する

条例案新旧対照表を添付しております。 

 参考資料により御説明いたします。６９ページをお願いいたします。 

 今回の条例改正は、新消防本部及び消防署の庁舎が完成することに伴いまして、位置

を変更するものでございます。第３条の位置の欄をごらんください。現行の「江田島市

江田島町鷲部二丁目１６番１２号」から「江田島市江田島町鷲部二丁目１７番５号」へ

改正するものでございます。 

 第４条をごらんください。消防本部と消防署は同じ建物内にありますので、消防本部

と同様に改正するものでございます。 

 ６８ページをお願いいたします。 

 附則といたしまして、この条例は公布の日から起算して６月を超えない範囲内におい

て規則で定める日から施行することとしており、１１９番通報を受信する高機能消防指

令センターへ電話回線が接続される令和２年２月２６日を予定しています。  

 以上で、説明を終わります。 

○議長（吉野伸康君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 



 

－９６－ 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１７  議案第９０号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第１７、議案第９０号 市有財産の無償貸付けについて

を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第９０号 市有財産の無償貸付

けについてでございます。 

 地方自治法第９６条第１項第６号の規定によりまして、新ホテル等を整備運営する土

地を無償で貸し付けることについて、議会の議決を求めるものでございます。 

 内容につきましては、産業部長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  長原産業部長。 

○産業部長（長原和哉君）  議案書７０ページをごらんください。 

 本市は、ことし４月２２日に新ホテル等整備事業者、株式会社レーサムと基本協定を

締結いたしました。この協定の中で事業の円滑な実施のため、現地事業法人が設立され

ることとなっており、その法人と市有財産の貸し付け等の契約することとなっています。

その現地法人が８月２２日に設立され、貸し付け財産が確定したことによる議案でござ

います。 

 １、貸し付け財産は土地で、地番は江田島市能美町中町４７１２番２の一部、地籍は

３７３．６平米、ほか８筆、合計９筆で、合計面積は３３１５．８７平米です。 



 

－９７－ 

 ２、貸し付けの相手方及び時期は、事業法人の名称及び代表者名は、株式会社海風、

代表取締役飯塚達也氏、所在地は、江田島市能美町中町４７１８番地、貸し付けの時期

は、議会の議決を得た日の翌日からとなっております。 

 ３、貸し付けの理由としまして、新ホテル等を整備・運営する土地を無償で貸し付け

ることにより、観光振興の拠点として交流人口の拡大及び地域経済の活性化に寄与する

と考えるためのものです。なお、温泉水につきましては、行政財産の無償による使用許

可とします。 

 次の７１ページには、市有財産の無償貸し付けの範囲を示しており、黄色の着色部分

がそれに当たります。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（吉野伸康君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 胡子議員 

○１３番（胡子雅信君）  すみません。１点、教えていただきたいんですけども、今、

こちらの議案書７０ページにあります３の貸し付けの理由のところで、温泉水について

は行政財産の無償使用許可とするとあります。例えば、第三者がそういった温泉水を活

用したいという事案があった場合に、これはどのように、どこに相談、もしくは手続等

すればいいのかというのを教えていただければというふうに思います。温泉水には、い

ろいろな成分もあって、もしかしたら何かしらビジネスとして活用したいという事案も

今後出てくる可能性がありますので、この点、ちょっと教えていただければというふう

に思います。 

○議長（吉野伸康君）  長原産業部長。 

○産業部長（長原和哉君）  温泉水につきましては、株式会社レーサムが新しくつく

った会社、海風のほうに貸し付けることにしております。そこで新たに利用したいとい

うことがあれば、株式会社海風の方との話の中で協議していきたいというふうに考えて

おります。そして、やっぱり温泉水につきましては、あくまでもホテルをベースにして

おりますので、ホテルの営業に支障がないような程度というふうに考えております。  

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  ほかに。 

 岡野議員。 

○４番（岡野数正君）  それでは、温泉水の話が出ましたので、私もちょっと温泉水

のことについてお伺いしたいと思います。 

 まず、温泉水が、これは無償使用するというんですけれども、たしか図面では温泉棟

がちょっと別にあって、それでホテル棟があるというようなつくりだったと思うんです

ね。恐らく日帰り温泉も当然使えるようにはなると思うんですが、そうした中でこの途

中で温泉施設そのものが故障すると、塩分の強い温泉ですから、やはり故障するという

ことがあろうかと思うんですが、こうしたときの修理というのはどのようにお考えです

か。 
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○議長（吉野伸康君）  長原産業部長。 

○産業部長（長原和哉君）  温泉につきましては、源泉、地下からくみ上げる部分に

ついては市の所有としたままになっておりますので、そこの部分が砕けたら市のお金で

対応していきます。そして、源泉が上がってきて、それからホテルに対しての配湯いう

形になってくると思うんですよ。お湯を配るほうになってきますから、そこから先は設

置者いうかホテルのほうの責任において管理していただくということになっております。  

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  岡野議員。 

○４番（岡野数正君）  ただいまのところはしっかりと今度、運営される前までに決

まりをしっかりつくられて、よく故障になったときに、どっちだどっちだということで

もめることがあります、こういったことがないようにお願いをしたいと思います。 

 あわせて、今まではシーサイド温泉ということで、広く市民の方に愛されてきた温泉

です。もちろんこれホテルの一部として運用されるんですが、日帰り温泉をする際にで

きるだけ市民の皆様に使っていただけるようなリーズナブルな設定にしていただければ

というふうに、これは私のお願いです。この点については答弁は要りませんので、今後、

運営会社とお話をされるときに、そういったことも含めてお話をいただきたいと、御要

望いただきたいというふうに思います。 

 もう一点、質問がございます。土地を無償で貸し付けるということでございます。と

いうことになりますと、土地の部分の固定資産税、そして上屋の部分の固定資産税、こ

れについてはどのようになるのか、これをお答えください。 

○議長（吉野伸康君）  山井市民生活部長。 

○市民生活部長（山井法男君）  固定資産税についてのお尋ねですけれども、土地に

ついては市の所有ですから、これは税金はかからないということになりまして、建物に

ついては、これは民営で民間の所有物になりますので、建物について建物の固定資産税

がかかるということになります。 

○議長（吉野伸康君）  岡野議員。 

○４番（岡野数正君）  大体、概算でいいんですけれども、上屋のほうですね、今現

在ほぼ大きさ決まっておりますから、どれくらいの上屋のほうの固定資産税が入るか。

あくまでも概算で結構です。市民生活部長としてお答えになれるところをお答えいただ

きたい。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  山井市民生活部長。 

○市民生活部長（山井法男君）  建物の固定資産税を評価する際には、現地へ行って

建物の評価をして、建物の価格が決まりまして、それに対して１．４％の税率を掛けま

す。今回、この建物がどれぐらいの評価になるかわからないんですけれども、一般論と

して申します。一般的には、建物に建設費が１０億とします、仮に。仮に１０億で建設

したとしますと、一般論で言われているのは約６割が評価額になると。となると、６億

の評価額が出ると。６億に対して１．４％ですから、８４０万の固定資産税、初年度か

かって、そこからは毎年少しずつ下がっていくということになります。 

○議長（吉野伸康君）  ほかに質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１８  議案第９１号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第１８、議案第９１号 令和元年度江田島市一般会計補

正予算（第４号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から議案の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第９１号 令和元年度江田島市

一般会計補正予算（第４号）でございます。 

 令和元年度江田島市一般会計補正予算（第４号）は次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，８０９万３，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７８億１６４万７，０００円とする。 

 第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 継続費の補正。 

 第２条 継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。 

 繰越明許費。 

 第３条 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用するこ

とができる経費は、「第３表 繰越明許費」による。 

 債務負担行為の補正。 



 

－１００－ 

 第４条 債務負担行為の追加及び変更は、「第４表 債務負担行為補正」による。 

 地方債の補正。 

 第５条 地方債の変更は、「第５表 地方債補正」による。 

 内容につきましては、総務部長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  仁城総務部長。 

○総務部長（仁城靖雄君）  それでは、議案第９１号につきまして、歳入歳出補正予

算事項別明細書で御説明をいたします。 

 事項別明細書の２２ページ、２３ページをお願いをいたします。 

 初めに、歳入からでございます。 

 １５款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金は保健基盤安定負担金の

増額補正、児童福祉費負担金で、保育料等の無償化に伴います子育てのための施設等利

用給付費交付金及び児童扶養手当の制度改正に伴います児童扶養手当給付費負担金の増

額補正でございます。 

 ２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金は、地方創生事業の採択に伴います地方創生

推進交付金の増額補正でございます。 

 ２目民生費国庫補助金は、障害者福祉補助金で、障害者地域生活支援事業におきまし

て、手話通訳者の派遣業務の増に伴います地域生活支援事業費補助金及び児童福祉費補

助金で、未婚の母子家庭に対します児童扶養手当の臨時給付に伴います母子家庭等対策

支援事業費補助金の増額補正でございます。 

 ３目衛生費国庫補助金は、保健衛生費補助金で、実績見込みによります小型合併浄化

槽設置交付金の増額補正でございます。 

 このページ下段から２４ページ、２５ページをお願いいたします。 

 １６款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金は、保健基盤安定負担金の増額

補正及び児童福祉費負担金で保育料等の無償化に伴います子育てのための施設等利用給

付費交付金の増額補正でございます。 

 ２項県補助金、２目民生費県補助金は、障害者福祉補助金で、障害者地域生活支援事

業において手話通訳者の派遣業務の増に伴います地域生活支援事業費補助金の増額補正

でございます。 

 １９款繰入金、１項特別会計繰入金、１目介護保険（保険事業勘定）特別会計繰入金

は、平成３０年度低所得者保険料軽減負担金の精査に伴います介護保険（保険事業勘

定）特別会計からの繰入金の増額補正でございます。 

 ２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金は、財源調整基金からの繰入金の増額補正

でございます。 

 ２６ページ、２７ページをお願いいたします。 

 ２０款１項１目繰越金は、前年度繰越金の増額補正でございます。 

 ２１款諸収入、５項４目雑入は、社会保険料の増額補正でございます。 

 ５目過年度収入は、平成３０年度後期高齢者医療療養給付費負担金の還付に伴います

増額補正でございます。 

 ２２款１項市債、２目民生債は、認定こども園のうみ新築事業の工期延長に伴います
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工事費等の減額に伴います一般単独事業債（合併特例・保育施設整備事業）の減額補正

でございます。 

 ９目臨時財政対策債は、今年度の借入額の確定に伴います減額補正でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 今回の歳出補正予算の主なものは、認定こども園のうみの工期延長に伴います翌年度

以降分の工事請負費等の減額、公用車へのドライブレコーダー設置費用の増額、前年度

精算に伴います国・県支出金の返還金の増額などの補正を計上しております。 

 また、職員給与費につきましては、人事院勧告等に伴います職員給与費の補正を各款、

項、目におきまして計上をしております。その内訳及び合計につきましては、５６ペー

ジ、５７ページの給与費明細書にお示しをしております。 

 それでは、職員給与費関係を除く主な補正につきまして御説明をいたします。 

 ２８ページ、２９ページをお願いいたします。 

 １款１項１目議会費は、議員人件費の増額補正でございます。 

 このページ下段から３０ページ、３１ページをお願いいたします。 

 ２款総務費、１項総務管理費、３目財政管理費は、財政管理事業費で、消耗品費の増

額補正でございます。 

 ５目財産管理費は、財産管理事業費で、大黒神島の石山採石の契約工事に伴います返

還金の増額補正でございます。また、庁用車管理事業費で公用車へのドライブレコーダ

ー設置に伴います備品購入費の増額補正を計上しております。 

 ６目企画費は、地方創生推進交付金の採択に伴います財源更正でございます。 

 ２ページを飛ばしまして３４ページ、３５ページをお願いいたします。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費は、国民健康保険特別会計の補正

に伴います繰出金の増額補正でございます。 

 ２目障害者福祉費は、障害者地域生活支援事業費で、手話通訳者の派遣回数の増に伴

います委託料の増額補正でございます。 

 ３目老人福祉費は、高齢者在宅福祉事業費で、市シルバー人材センターと共同実施の

アンケート調査にかかります通信運搬費、介護保険事業費で、前年度低所得者保険料軽

減負担金等の精算に伴います返還金、老人集会所等管理運営事業費で、矢ノ浦老人集会

所のスロープ設置に伴います工事請負費等及び介護保険（保険事業勘定特別会計）の補

正に伴います繰出金の増額補正を計上しております。 

 ８目福祉医療費は、前年度精算に伴います県補助金の返還金の増額補正でございます。 

 ３６ページ、３７ページをお願いいたします。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費は、保育無料化に伴います子育てのための施設

等利用料に対します扶助費の増額補正でございます。 

 ２目児童措置費は、児童扶養手当の制度改正に伴いまして、支払い方法が変更になっ

たことに伴います扶助費の増額補正でございます。 

 このページ中段から３８ページ、３９ページをお願いいたします。 

 ３目保育施設費は、保育施設管理運営事業費で、認定こども園のうみ新築工事の工期

延長に伴いまして工事費等の一部を翌年度へ組みかえることによります工事請負費等の
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減額補正を、その他消防設備の修繕料、備品購入費及び前年度負担金の精算に伴います

国・県負担金の返還金等の増額補正を計上しております。 

 ４目児童福祉施設費は、児童館管理運営事業費で、光熱水費、子育て支援センター運

営事業費で、通信運搬費の増額補正を、母子父子家庭等対策総合支援事業費で前年度補

助金の精算に伴います国庫補助金の返還金の増額補正を、児童虐待防止対策事業費で、

母子父子自立支援員兼家庭相談員の報酬、社会保険料及び前年度補助金の精算に伴いま

す国・県補助金の返還金の増額補正を計上しております。 

 ４０ページ、４１ページをお願いいたします。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、３目母子保健費は、前年度交付金の精算に伴います

国・県交付金の返還金の増額補正でございます。 

 ６目環境衛生費は、環境衛生一般事業費で、今年度の設置見込みによります合併浄化

槽設置補助金及び事業用太陽光発電設備補助金の増額補正でございます。 

 ４２ページ、４３ページをお願いいたします。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、４目農村整備費は、畑総維持管理事業費で、光熱水

費の増額補正でございます。 

 ２項林業費、２目治山事業費は、森林管理事業費で、今年度創設をされました森林環

境譲与税交付金に伴います森林管理に向けた調査委託料の増額補正でございます。  

 ４４ページ、４５ページをお願いいたします。 

 ３目林業事業費は、財源更正でございます。 

 ３項水産業費、２目水産業振興費は、水産業施設維持管理事業費で、小用給油所桟橋

補修工事の追加など、工事請負費等の増額補正で計上しております。 

 ４６ページ、４７ページをお願いいたします。 

 ７款１項商工費、２目商工業振興費は、商工業振興事業費で、実績見込みによります

中小企業小規模事業者利子補給事業補助金の増額補正でございます。 

 ３目観光費は、観光振興事業費で、観光パンフレットの増刷に伴います印刷製本費の

増額補正を、観光施設維持管理事業費で、補助金適正化法の整理に伴いまして本年度執

行が難しくなったことから、翌年度予算へ組みかえます切串シーサイドハウス解体工事

の減額補正を計上しております。 

 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費は、土木一般事業費で、実績見込みに

よります旅費の増額補正でございます。 

 ４８ページ、４９ページをお願いいたします。 

 ５項都市計画費、３目公園費は、公園維持管理事業費で、修繕料の増額補正でござい

ます。 

 このページ下段から５０ページ、５１ページをお願いいたします。 

 ９款１項消防費、１目常備消防費は、消防総務一般管理事業費で、現行の消防庁舎で

照明器具の安定器にありますＰＣＢの取り外しに伴います工事請負費の増額補正を、ま

た庁用車管理運営事業費で、救急車等へのドライブレコーダー設置に伴います備品購入

費を計上しております。 

 ２目非常備消防費は、公益財団法人日本消防協会から寄贈を受けます消防団資機車両
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の登録に関します費用の増額補正でございます。 

 ５２ページ、５３ページをお願いいたします。 

 １０款教育費、４項社会教育費、１目社会教育総務費は、放課後児童健全育成事業費

で、前年度交付金の精算に伴います国・県交付金の返還金の増額補正でございます。 

 １１款災害復旧費、１項農林水産施設災害復旧費、４目水産業施設災害復旧費は、台

風によります漁船係留施設の復旧に伴います工事請負費の増額補正でございます。 

 ５４ページ、５５ページをお願いいたします。 

 １３款諸支出金、１項基金費、１目財政調整基金は、前年度決算剰余金の２分の１を

積み立てるものでございます。 

 ２項１目公営企業費は、下水道事業会計の補正に伴います繰出金の増額補正でござい

ます。 

 予算書５ページにお戻りください。 

 第２表 継続費補正でございます。 

 変更といたしまして、認定こども園のうみ新築事業の年度年割額の変更の１件をお願

いしております。 

 続きまして、６ページをお願いいたします。 

 第３表 繰越明許費でございます。 

 （仮称）鹿川交流プラザ新築工事の工期延長に伴いまして、１件をお願いしておりま

す。 

 続きまして、７ページをお願いいたします。 

 第４表 債務負担行為補正でございます。 

 追加といたしまして、指定ごみ袋配送業務委託等の１２件をお願いしております。  

 続きまして、８ページをお願いいたします。 

 変更といたしまして、機械設備点検業務委託（中田・鹿川排水機場）等の４件をお願

いしております。 

 ９ページでございます。 

 第５表 地方債補正でございます。 

 変更といたしまして、一般単独事業債の合併特例事業で保育施設整備事業及び臨時財

政対策債の合計２件をお願いしております。 

 なお、事項別明細書５６ページ、５７ページに給与費明細書、５８ページ、５９ペー

ジに継続費の進行状況等に関する調書、６０ページに債務負担行為の支出予定額等に関

する調書、６１ページに地方債現在高の見込みに関する調書をお示ししております。 

 説明につきましては、以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 胡子議員。 

○１３番（胡子雅信君）  すみません。何点か質問させてください。 

 事項別明細書３１ページ、庁用車の管理事業費ということで、先般、酒永議員のほう
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から提案があったドライブレコーダーの設置ということの予算が入っております。また、

同じく消防車両においてもドライブレコーダーの設置の備品ということですけども、こ

れが今、何台分のものの費用なのかということと、それが、今、庁用車において何％レ

コーダーを整備完了するということになるかと思い、そのパーセンテージを教えてくだ

さい。 

 それと、あとは４１ページになりますけども、環境衛生一般事業費ということで、合

併浄化槽の設置補助金、これは実績に基づいてまた増額ということでございますが、何

人槽を何件かということですね。そこプラス、トータル的にこの令和元年の補助金の設

置件数と何人槽が何件というふうなところがわかれば教えていただきたいというふうに

思います。 

 それと、５３ページ、先ほど水産施設災害復旧事業費ということで、漁船係留施設と

いうことで御説明いただいておりますが、具体的な内容を御説明いただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  仁城総務部長。 

○総務部長（仁城靖雄君）  ドライブレコーダーの台数でございます。今回、こちら

の財産管理費のほうに上げておりますのは７台分でございます。ただし、今年度、車両

交換するものがございまして、その分が２台ございますので、今年度で整備できるのは

９台ということを、今、考えておるところでございます。ちょっとパーセンテージがす

ぐ出ないので、後ほど回答いたします。 

○議長（吉野伸康君）  長原産業部長。 

○産業部長（長原和哉君）  ５１ページの水産業施設の災害復旧の内訳ですけれど、

鹿川の漁船係留施設、これ大矢のほうにありますもので、渡橋チェーンの切断に伴うも

ので、約３６万３，０００円、そしてもう一つは鹿川の漁船係留施設のほうの関係でチ

ェーンが２本切れておりまして、その復旧に伴うもの３７５万１，０００円、そしても

う一個は三高漁船係留施設のチェーンが切れておりまして、チェーン３本の復旧という

ことです。なお、これは災害復旧にしておりますけれど、大体、災害基準が最大風速が

１５メートルというふうになっておりまして、この３つは８月１５日の台風１０号、そ

して９月２３日の台風１７号、１０月１２日の台風１９号、これが大体１３．４メート

ルから１６．６メートルぐらいの風が吹いておりますので、その際に切れたものと判断

して、今回の予算に出しております。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  丸石消防長。 

○消防長（丸石正男君）  消防本部分のドライブレコーダーでございます。まず、消

防本部では、今、６台を計上させてもらっています。その内訳なんですけれども、本署、

消防署と出張所合わせて言います。救急車２台、ポンプ自動車２台、救助工作車１台、

広報車１台となっております。もう１台救急車があるんですけれども、高規格救急車あ

るんですけれども、実はこれ来年度予算計上して交付金で購入しますので、その中で１

台整備することを考えています。パーセンテージというか、機動車に積載すると、配置

するということで考えております。 
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 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  仁城総務部長。 

○総務部長（仁城靖雄君）  先ほどのドライブレコーダーのパーセンテージのことな

んですけれども、現在の市長部局の車両１３２台でございますので、６．８％になると

いうことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  山井市民生活部長。 

○市民生活部長（山井法男君）  ４１ページの合併浄化槽設置補助金２００万の増額

です。これが当初予算で言いますと５人槽が２０、７人槽が１０で、３０件分で２，０

００万ということで当初予算要求させていただいておりました。それに対しまして、５

人槽と７人槽の一般家庭分については、ほぼこの見込みどおりでいくんですけれども、

その後、今まだ申請はなされておりませんけれども、商店をつくるということでそこの

浄化槽、下水道区域外です。今、見込みがありまして、これが５０人槽ということで、

２３０万の増額を希望させていただいております。 

○議長（吉野伸康君）  ほかに。 

 山本秀男議員。 

○１２番（山本秀男君）  ３点ほどお聞きします。 

 まず１点目は、６ページの繰越明許費、鹿川交流プラザ、１億９，３００万ですが、

これは今年度でどれぐらい施工するのか、お聞きしたいんですが。 

 それと、３７ページの保育施設管理運営事業費、７，０００万の減額ですが、これは

私が聞き間違えたのかしらんのんですが、繰り越しのために落としたんだというふうに

ちょっと聞いたような気がするんですが、要は入札残じゃないかと私は感じたんですが、

この点と、それから３点目が、５３ページの放課後児童健全育成事業償還金２５０万、

これを少し具体的に説明をお願いしたいと思います。 

 以上、よろしく。 

○議長（吉野伸康君）  山本福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山本修司君）  ３７ページの認定こども園のうみに関する工事請負

費７，０００万の減額分についての説明でございます。 

 予算書の５ページのところに継続費の補正をさせていただいております。そこの補正

のところで割合を示させていただいておりますけれども、補正後が７億１，３００万円

のうち、平成３０年度で２億１，３９０万円、これが大体工事費の３割に当たります。

令和元年度で当初は残りの７割分の４億９，９１０万円を計上させていただいておりま

したが、これを補正後のところで令和元年度において４億２，７８０万円と、令和２年

度、来年度の当初予算に７，１３０万円、これ１割分になりますけど、この年割額で３

割と７割で２カ年度に組んでいたものを継続費の補正で３割と６割と１割というふうに

組み替えをさせていただきますので、これに伴いまして７，０００万の減額補正をかけ

させていただいております。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  廣中土木建築部長。 
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○土木建築部長（廣中伸孝君）  ６ページの鹿川交流プラザの今年度末の施工料とい

うお尋ねです。鹿川交流プラザにつきましては、材料であります高力ボルトが調達でき

ないということで、それに伴う工期の延伸を３カ月程度というふうに考えておりまして、

その結果、現在の年度末の出来高での予定ですけれども、約６８％にとどまるというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  小栗教育次長。 

○教育次長（小栗 賢君）  ５３ページの放課後児童健全育成事業費の返還金のとこ

ろでございます。これは、放課後児童支援員さん、国から補助が出ているんですが、予

定の人数が３８人ということで予定していたんですが、実質が３６人でその補助金の返

還ということでございます。小さく言ったらその２人が減っただけではなくて、フルタ

イムで補助金のほうは申請してたんですが、時間が短くなった人がいたり、人数が減っ

たということでの精算による返還金ということでございます。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 ちょっと休憩します。 

                           （休憩 １４時０７分） 

                           （再開 １４時０８分） 

○議長（吉野伸康君）  休憩を解いて会議を再開いたします。 

 

日程第１９  議案第９２号 
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○議長（吉野伸康君）  日程第１９、議案第９２号 令和元年度江田島市国民健康保

険特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第９２号 令和元年度江田島市

国民健康保険特別会計補正予算（第２号）でございます。 

 令和元年度江田島市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は次に定めるところに

よる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，８８２万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３７億４，０１２万円とする。 

 第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 内容につきましては、福祉保健部長から説明をいたします。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（吉野伸康君）  山本福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山本修司君）  それでは、議案第９２号 令和元年度江田島市国民

健康保険特別会計補正予算（第２号）について説明をいたします。 

 このたびの補正予算は、歳入では保険基盤安定負担金の確定に伴います財源調整及び

人事院勧告の実施に伴います職員給与費等の人件費の補正を、歳出では職員給与費の増

額及び前年度県支出金（保険事業費分）の確定に伴います返還金が生じたため、増額補

正をお願いするものでございます。 

 歳入から説明をさせていただきます。 

 事項別明細書の６６、６７ページをお開きください。 

 １款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税、１節医療給付費現年度

課税分の減額補正です。 

 ４款繰入金、１項１目一般会計繰入金、１節保険基盤安定繰入金及び２節職員給与費

等繰入金の増額補正です。 

 ５款１項１目繰越金、１節前年度繰越金の増額補正です。 

 続いて、歳出でございます。 

 ６８、６９ページをお開きください。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費の３節職員手当等の増額補正です。  

 ３款１項１節国民健康保険事業費納付金、１９節負担金補助及び交付金の増額補正で

す。 

 ７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金、２３節償還金利子及び割引

料の増額補正です。 

 ７０、７１ページをお開きください。 

 ８款１項１目予備費の増額補正でございます。 
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 なお、７２、７３ページに給与費明細書をお示ししております。 

 以上で、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２，８８２万円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３７億４，０１２万円とする令和元年度江田島市国民

健康保険特別会計補正予算（第２号）の説明を終わります。 

○議長（吉野伸康君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。  

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 この際、暫時休憩いたします。１４時２５分まで休憩いたします。 

                           （休憩 １４時１４分） 

                           （再開 １４時２５分） 

○議長（吉野伸康君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

日程第２０  議案第９３号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第２０、議案第９３号 令和元年度江田島市介護保険

（保険事業勘定）特別会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第９３号 令和元年度江田島市

介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算（第３号）でございます。 

 令和元年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算（第３号）は次に定

めるところによる。 
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 歳入歳出予算の補正。 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７，４９９万４，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３６億８，９０３万２，０００円とする。 

 第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 内容につきましては、福祉保健部長から説明をいたします。よろしくお願いします。 

○議長（吉野伸康君）  山本福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山本修司君）  それでは、議案第９３号 令和元年度江田島市介護

保険（保険事業勘定）特別会計補正予算（第３号）について説明をいたします。 

 このたびの補正予算は、歳入では職員給与費の増によります地域支援事業に係る国庫

支出金などの増額を、歳出では人事院勧告実施に伴います職員給与費の補正と介護給付

費準備基金の積み立て、平成３０年度介護給付費負担金及び地域支援事業交付金の精算

によります還付金等について補正をお願いするものでございます。 

 歳入から説明をさせていただきます。 

 事項別明細書の７８、７９ページをお開きください。 

 ３款国庫支出金、２項国庫補助金、２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支

援総合事業）及び同款同項３目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業

以外）のそれぞれ１節現年度分の増額補正です。 

 ４款１項支払基金交付金、２目地域支援事業支援交付金、１節現年度分の増額補正で

す。 

 ５款県支出金、３項県補助金、１目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総

合事業）及び同款同項２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以

外）のそれぞれ１節現年度分の増額補正です。 

 ７款繰入金、１項一般会計繰入金、２目地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支

援総合事業）及び同款同項３目地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業

以外）のそれぞれ１節現年度分の増額補正です。 

 ８０、８１ページをお開きください。 

 ７款繰入金、１項一般会計繰入金、５目その他一般会計繰入金、１節職員給与費繰入

金一般事業の増額補正です。 

 ８款１項１目１節繰越金の増額補正です。 

 続いて、歳出でございます。 

 ８２、８３ページをお開きください。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費の２節給料、３節職員手当等の増額補

正です。 

 ４款１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金、２５節積立金の増額補正です。  

 ５款地域支援事業費、１項地域支援事業管理費、１目一般管理費の２節給料、３節職

員手当等の増額補正です。 

 ８４、８５ページをお開きください。 

 ７款諸支出金、１項繰出金、１目一般会計繰出金、２８節繰出金の増額補正です。 
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 ７款諸支出金、２項償還金及び還付加算金、３目償還金、２３節償還金利子及び割引

料の増額補正です。 

 なお、８６、８７ページに給与費明細書をお示ししております。 

 以上で、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７，４９９万４，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３６億８，９０３万２，０００円とする、

令和元年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算（第３号）の説明を終

わります。 

○議長（吉野伸康君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第２１  議案第９４号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第２１、議案第９４号 令和元年度江田島市水道事業会

計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第９４号 令和元年度江田島市

水道事業会計補正予算（第２号）でございます。 

 内容につきましては、企業局長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  木下企業局長。 
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○企業局長（木下 隆君）  それでは、議案第９４号 令和元年度江田島市水道事業

会計補正予算（第２号）について御説明いたします。 

 このたびの補正は、全て人事院勧告に伴う職員に支給する手当等を補正するものです。 

 令和元年度江田島市水道事業会計補正予算書１ページをごらんください。 

 第１条 令和元年度江田島市水道事業会計の補正予算（第２号）は次に定めるところ

による。 

 第２条 令和元年度江田島市水道事業会計予算第３条に定めた収益的支出の予定額を

次のとおり補正するものです。 

 第１款水道事業費用の第１項営業費用を４４万７，０００円の増額補正し、第１款水

道事業費用の補正後合計額を７億９，６７１万５，０００円とするものです。 

 第３条 予算第４条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正するものです。 

 第３条本文の下段をごらんください。 

 第１款資本的支出の第１項建設改良費を３万１，０００円増額補正を行い、第１款資

本的支出の補正後合計額を２億９，１４０万６，０００円とするものです。 

 補正の内容につきましては、７ページから８ページの費目別内訳書をごらんください。 

 まず、７ページの収益的支出の内訳についてでございます。 

 水道事業費用の第１項営業費用として各目の補正予定額は職員に支給する手当等や賞

与引当金繰入額及び法定福利費の予算を合わせて４４万７，０００円増額するものです。  

 続きまして、８ページの資本的支出の内訳をお願いします。 

 資本的支出の第１項建設改良費、第２目水道改良費として手当等や賞与引当金繰入額

及び法定福利費の予算を３万１，０００円増額するものです。 

 １ページに戻っていただきまして、第３条本文をごらんください。 

 予算第４条 本文の括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対し、不足する額２

億７５７万３，０００円を２億７６０万４，０００円に増額し、補塡財源である建設改

良積立金７，１３６万７，０００円を７，１３９万８，０００円に改め補正するもので

す。 

 第４条 当初予算第６条に定めた職員給与費を４７万８，０００円の増額補正を行い、

１億３，０４２万６，０００円に改めるものです。 

 その他実施計画は３ページに、キャッシュフロー計算書は４ページに、給与費明細書

は５ページ、６ページに記載してあるとおりです。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。  

 これに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第２２  議案第９５号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第２２、議案第９５号 令和元年度江田島市下水道事業

会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第９５号 令和元年度江田島市

下水道事業会計補正予算（第２号）でございます。 

 内容につきましては、企業局長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。  

○議長（吉野伸康君）  木下企業局長。 

○企業局長（木下 隆君）  初めに、このたびは過年度において安易な事務処理等に

よって未払い、過払いなどの不適正な会計処理をしたことに伴い、議員の皆様や市民の

皆様の信頼を裏切ることになりましたことについて、心からおわびを申し上げます。ま

ことに申しわけございませんでした。 

 この原因として、長年にわたる事務処理のなれ合いから会計処理に関するルールを遵

守すべき意識が薄れ、物品などの調達管理に対するチェック機能が十分に働いてなかっ

たことが考えられます。 

 今後は、再発防止に向けた服務規律を遵守し、職員への注意喚起やコンプライアンス

の研修、事務処理に関する情報共有や複数人によるチェック体制機能の強化を図ってま

いります。また、職員同士の連携、コミュニケーションなどを十分とれるような職場環

境を徹底し、つくり、職員一人一人が二度とこのようなこと、問題を起こすことのない

ように徹底し、市民の皆様の信用と信頼の回復に努めてまいります。改めて心からおわ

び申し上げます。本当に申しわけございませんでした。 

 それでは、議案第９５号 令和元年度江田島市下水道事業会計補正予算（第２号）に

ついて、御説明いたします。 
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 このたびの補正は主に人事院勧告に伴う職員に支給する給料や手当等を増額するもの

とマンホールポンプなどの修繕に伴う工事請負費の増額及びこのたびの不適切な会計処

理に伴う過年度の未払い金などを補正するものです。 

 令和元年度江田島市下水道事業会計補正予算書１ページをごらんください。 

 第１条 令和元年度江田島市下水道事業会計の補正予算（第２号）は次に定めるとこ

ろによる。 

 第２条 令和元年度江田島市下水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正するものです。 

 まず、収入について。 

 第１款下水道事業収益の第１項営業収益を３９万の増額、第２項営業外収益を７０６

万３，０００円の増額、第３項特別利益を１２９万３，０００円の増額補正を行いまし

て、第１款下水道事業収益の補正後合計額を１２億２２９万５，０００円とするもので

す。 

 支出については、第１款下水道事業費用の第１項営業費用を７１６万９，０００円の

増額、第３項特別損失を２２８万７，０００円の増額補正を行いまして、第１款下水道

事業費用の補正後合計額を１２億９１８万６，０００円とするものです。 

 第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するもの

です。まず収入について、第１款資本的収入の第２項出資金を５万６，０００円増額補

正を行いまして、第１款資本的収入の補正後合計額を４億９，２７４万５，０００円と

するものです。 

 支出については、第１款資本的支出の第１項建設改良費を５万６，０００円増額補正

を行い、第１款資本的支出の補正後合計額を７億５，４８２万１，０００円とするもの

です。 

 補正の内容につきましては、１３ページの費目別内訳書をごらんください。 

 資本的収入及び支出の部のまず下表の支出についてでございます。 

 下水道事業費用の第１項営業費用、第１目管渠費としてマンホールポンプの電気代な

どの光熱水費及び沖処理区、中田処理区のマンホールポンプの水位計や非常通報装置な

どの修繕に伴う工事請負費を合わせて３４０万円の増額、第２目処理場費として、人事

院勧告に伴う給料や手当などの増額や浄化センターの動力費を合わせて３５８万３，０

００円の増額、第３目普及促進費として手当や法定福利費など合わせて６万５，０００

円の増額、第４目総係費として、同じく１２万１，０００円の増額を行っております。

また、第３項特別損失、第２目過年度損益修正損として過年度の過払い金など２２８万

７，０００円の増額補正をさせていただいております。 

 次に、上表の収入については、下水道事業費用の増額分により、下水道事業収入の第

１項営業収益、第１目一般会計負担金を３９万円と、第２項営業外収益、第１目一般会

計補助金を７０６万３，０００円の増額を行いまして、第３項特別利益、第１目過年度

損益修正益として過年度の過払い金など１２９万３，０００円を増額補正させていただ

いております。 

 なお、未払い過払い金の差し引き９９万４，０００円が実質未払い額となっておりま
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す。 

 続きまして、１４ページをお願いします。 

 資本的収入及び支出の部のまず下表の支出についてでございます。 

 資本的支出の第１項建設改良費、第１目管渠整備費として、職員に支給する手当等や

賞与引当金繰入額及び法定福利費の予算を合わせて５万６，０００円増額するものです。  

 次に、上表の収入については、先ほどの支出の増額分により資本的収入の第２項出資

金、第１目一般会計出資金を５万６，０００円増額するものです。 

 １ページに戻っていただきまして、第４条 当初予算に定めた職員給与費を３２万５，

０００円の増額補正を行い、８，０８４万１，０００円に改めるものです。 

 第５条 予算第８条に定めた一般会計補助金を７０６万３，０００円の増額補正を行

い、１億６，１０１万５，０００円に改めるものです。 

 第６条 予算第８条の次に第９条として令和２年度からの業務委託の債務負担行為に

関する事項を追加するものです。 

 ２ページをお願いします。 

 第９条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は次のとおり定める

ものです。これは、本市が管理する各浄化センター等の維持管理、汚泥運搬、汚泥処分、

水質汚泥分析などの業務委託について、年間を通して切れ目なく契約をするため、年度

末に翌年度の契約を締結することを目的としたものです。 

 その他、実施計画は５ページ、６ページに、キャッシュフロー計算書は７ページに、

給与費明細書は８ページ、９ページに、債務負担行為に関する調書は１０ページから１

２ページに記載してあるとおりです。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 山本秀男議員。 

○１２番（山本秀男君）  １３ページの費目別内訳書、先ほど説明がありましたが、

過払い、過年度損益修正益、過払いいうのは請求があって初めて払うんじゃないんかな

と、今、思うわけで、なれ合いとかなんとか説明がありましたが、ちょっと私も４０年

近く行政生活して、こういうことは考えられんがのう思いよんですよね。それで、端的

でええですけん、どのような状態だったんか教えていただくのと、それと再発防止に努

めますということですが、再発防止はどのように職員に言われたのか、この点をちょっ

と教えていただきたいんですが。 

○議長（吉野伸康君）  木下企業局長。 

○企業局長（木下 隆君）  まず、過払いについて大まかなことなんですが、これは

まず不適正な会計処理をしたことに伴う未払い金、過払い金などの処理をするために計

上させてもらったもので、まず特別利益１２９万３，０００円と書いてあるところがあ

ると思うんですが、これについては重複請求分、過払いしたものが２万１，６００円と

本来、備品で支払うものを薬品費で支払っていたお金がありました。それを一旦戻して
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もらうということで、その戻入金として１２７万１，１２９円を合わせて１，０００円

で丸めまして１２９万３，０００円を計上させていただいております。それから、過払

いとあわせて損失のほうなんですけど、これについては２２８万７，０００円の内訳で

すが、未払い金が１０１万６，１５５円ありました。それと、薬品費で支払っていたお

金を返してもらい、実際に備品で買ったんですけど、その代金を支払うお金が１２７万

４３４円でした。それを合わせて１，０００円単位で丸めたものが２２８万７，０００

円を計上させていただいております。それを差し引いた９９万４，０００円が全体の未

払い額として業者へ今後支払うこととなっております。 

 それから、今後どうするかということなんですが、大きな原因として物品などを調達

する際に複数人によるチェック体制ができておりませんでした。一担当職員のみの判断

で物品の注文や納品管理を行っておりました。他の職員がわからない状態となっている

ところが最大の原因だと思います。また、管理職においても適切な指導や管理、監督が

徹底できていなかったということも大きな原因の一つだと考えております。今後は、同

じことを繰り返すようになるんですが、注意喚起、コンプライアンスの研修も初め、監

督者についてもマネジメント研修など十分行い、物品などを調達する際には複数人によ

るチェック機能体制を強化したいと思います。そして、具体的には、まず決裁後、注文

時には物品名、注文日、注文者を一覧表にまとめまして、注文したことが一目でわかる

ように納品には必ず２名以上の者が確認を行い、一覧表を消し込んで、誰が見ても注文、

納品、支出状況がわかるように繰り返し複数人がチェックできるような体制をつくって

いきたいと考えております。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  山本秀男議員。 

○１２番（山本秀男君）  わかりました。それで、これは私が現職のころですが、出

納閉鎖が５月３１日いうことで５月に入ったらすぐ今年度の２０日ぐらいまでに出納室

のほうに来んにゃ出されんぞ言うてやかましゅう言われたことがあるんです。思い出す

んです。副市長もよう知っとると思うんですが、それで出納長ですか、あるいは部長か

らそういうような通達を出して、もう一回出納閉鎖までには請求できとったら出た分は

払わなだめだと、よう見てくれという形をぜひ考えて、そうすれば出納閉鎖までには何

とか支払いもできるんじゃないかないうように私の経験からそのように言わせていただ

きます。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。  

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 



 

－１１６－ 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

散 会 

 

○議長（吉野伸康君）  以上で本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 なお、３日目は１２月１７日火曜日、午前１０時に開会いたしますので、御参集願い

ます。 

 本日は御苦労さまでした。 

                            （散会 １４時５６分） 

 

 

 


